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肝炎対策を総合的に策定・実施
・ 肝炎対策に関し、基本理念を定め、
。 国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の資務を明らかにし、
・ 肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、

義喜i菫番塾覧:1:饉薇l i_11容 11容9景李■■歪雷頂を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

|‐ 〔li:i:lili:::::::::::i:::::::i::::::〕

i ・ 肝炎の予防に関する啓発、知識の普及
´

1  等による予防推進、
: ・ 肝炎検脊の方法等の検討、肝炎検斎の

1  事業評価、肝炎検査に限|す る普及啓発等

・ 専「 ]的な知識・技能を有する医師等、医療従1ギ者の育成

・ 医療機関の檸備

・ 1+炎患者の療機に係る経済的支援

・ 肝炎医療を受ける機会の確保

・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備、等

|

| ●公表

| ●少なくとも 5年

|  ご
.と

に検:寸

‐必要に応し、変更

れ,111富 1111こ

当た■り〔は

肝炎患名の

人権尊重

差別解消
lin駒|

● 治療水準の向上が図
られるための環境整備

● 患者支援の在 り方に
ついて、医療に関する
状況を勘案し、
今後必要に応 じ、検討

14

炒

肝炎対策推進
協議会

・肝炎患者等及びその家族

又は遺族を代表する者

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

関係行政機関
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臣

要資料提出等、

1■名ご墓
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ウイルス 億円】

相談体制整備な どの患者支援 等 【0,2億 IЧ 】

究の推進 【20億 IЧ】



肝炎対策を総合的に策定 口実施
・ 肝炎対策に関し、基本理念を,定め、
。 国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医自T等の資務を明らかにし、

・ 肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、

1轟裏ifⅢ壼::1:璽妙 _1_11容11本?基本
_生な,書頂を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

|       コ
・ 肝炎の予防に関する啓発、知i錠の普及

等による予防lltill、

‐ 肝炎検脊の方法等の検討、肝炎検rfの

9t業 評価t肝炎検Frに 際|す る普及啓発等

・ 専|“1的 な知識・技能を有する医師等、医療従事者の育成

・ 医療機隈|の 整備

・ ‖f炎患者の療養に係る経済的支援

・ 肝炎医療を受ける機会の確保

肝炎医療に限け る11報の1又 集提供体制の難備、等
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られるための環境整備
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ついて、医j無 に関する
状況を勘案 し、
今後必要に応し、検討

14
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・肝炎患者等及びその家族
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・学識経験のある者
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のための
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【9, 2億円】

3.

4.

|.研究の推進 【20億 1:|】

【2, 1億円】



B型 OC型ウイルス性肝炎に対する

インターフエロン治療 及び 核酸アナログ製剤治`療への

医療費助成を行う。

(_i′ ど

実施主体 都道府県

対象者 B型・C型ウイルス性肝炎患者

対象医療
B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

自己負担
原則 1万円

た1デビし、止Lイ立F~fイ尋隆彗I薔に■)し Vては、2アラ1可

財源負担 国 :地方=111

予算額 180億円
―

ヽし
ゝ  ´ [:

===壺塁重館難
総事業費 360億円



2.肝炎対策について

BoC型 ウイ/Lス トL肝炎は、国内最大級の1曼性感染症であり、その対

策は、11民的課題である。従メ〔より、感染者の健康保持・増進及び f(安

解消のため、総合|り 対策を講 じ、早期発見・甲‐期治療の促進に努めてき

たところである。

今1,、 先の第 1731可 会において、衆議院厚ダ
littlJ」 委員長の提案によ

つて 「肝炎対策基本法」 (14成 21年法律第 97'j・)が成立しt'14成 2

2111月 1日 から施行となつた。

各都道府県におかれては、本法内容について、情内!lj町 11・ 、関係1司 体
・磯間等に周知を図るとともに、その運‖|に 遺i届 なきようお願いしたい.

また、本法において、厚生労lJll大 臣it,肝炎対策の総合的推 i菫 を1劇 る

ため、「肝炎対策基本指針」を策定することとされており、今後、「″干炎

対策推進協議会」を開催し、本指針を策定する予定である。■:商局とし

て、同協議会の議論に必要な調査等についての依頼などさせていただく

場合があるが、illl協 力をお願いしたいコ

また、厚生労働省としてiミ 、本法の趣旨を路まえ、 ‐
ll■iの月F炎対策を

強 fヒすることとしたr/Dで 、その実施に当た/pて は、特に次ノ)点について、

その適 :Eかつ円滑な実施に特段の配慮をお願いしたいし

(1)肝炎対策に係るH22年度予算案について

来イli度 の1「 炎対策 予算につきましては、lT炎 対策基本法も路 まえ、 IP・

1切 発見 。早りl治療の ・層の11進 を図るべく、前年度から31億円増とな

る計236億 円を政府 ■算案として計上したと二ろt

具体的には、 21年度と同 じく、下記 5本 性の取組を講ずる予定
=

①肝炎医療費助成、

②‖千炎ウイルス検査の促進、

③肝疾患診療連携拠点病院を中心とした診療体制の整備、
|ズ 師等に対する研修、lH談体制整備などの思者支援、等

①llf炎 に係る正しい力!識の普及啓発、  .
0"F究の推進、

(2)肝炎医療費助成 (肝炎治療特別燿准事業)について

肝炎の早抑1治療のさヽなる推進のたざ)、 来年度から、インターフェロ

ン医療費助成事業を拡充することとした。具体的変更点は、下記のとお

り

① 自己負担限度額の引き下げ
現行で、所得に応 じ、 1、 3、 5万 l11の ところ、原則 1万円とす

る。(ただし、上位所得階層<市町村民税課税年額が23万 5千 円以上

の世帯>は、2万 円)

② B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療を助成対象に追加。

(自 己負担限度額については、インターフェロン治療と同様 )

③ インターフエロン治療について、医学的に再治療が有効と認めら

れる二定条件を満たす者について、同一受給者の 2回 目の利用を認

める。 (現行 :患者 1人につき1回のみ制度利用可)

来イli度 からの実施までに間がなく、運用変更についての事務作業も多

く11じ 御負担が大きいところでitあ るが、本助成制度が一層活用される

よう、患者を含む住民に対する周知1な どを含め、予算がり′t立 した場合に、

円滑な移行ができます ttう 、ご準備方よろしくお願いしたい。

(3)肝炎ウイルス検査について

,F炎 対策としては、検査推進に(Lる 感染者υ)早期発見が何`tり も重要
である、そこで、緊急肝炎ウイルス検査事業については、平成22年 3

月までの1岬 の時限措置として行つているところで1ま あるが、来年度にお
いても利t続 して実施することとした.

ついて:t、  人́でも多くの感染者の早期発見に資十る にう、従前の11:

炎ウイルス検査事業とともに、本緊急検査事業を適切に推進されたぃ。
また、各都i重府県におかオ1′ ては、

1検診専円クソニックなども含め、忙しい労働者のかたも受検でき
るよう委託医療出間を増やすこと、

・積極的な広蠣1を展開いただくこと、等、

一人でも多 くの未受検者が用「炎検査を受けることがで きる、たう、積 極

的な1ユ組 をお願い したいコ



・肝炎対策に関し、基本理念を定め、
。国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、

・肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、
・肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進 .

1       施策実施に当た っては、

嚢 墜 蓋 蟄 蟹 量 』 堕 良 螢

予防 嗜早期発見の推進

ご.・ 肝ヽ炎対策を総合的に策定・実施

・ 肝炎の予防に関する啓発、知識の普

及等による予防推進、
・ 肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査

の事業評価、肝炎検査に関する普及

啓発等

専門的な知識・技能を有する医師等、

医療従事者の育成

医療機関の整備

肝炎患者の療養に係る経済的支援

肝炎医療を受ける機会の確保

肝炎医療に関する情報の収集提供体制
の整備、等

肝炎対策
推進協議会

・肝炎患者等及びその

家族又は遺族を代表

する者  ´

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

関係
行政機関

肝炎対策
基本指針

●公表

●少なくとも 5

年ごとに検討

→必要に応 し、

変更

● 治療水準の
向上が図られる
ための環境整備

● 患者支援の在
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B型 OC型ウイルス性肝炎に対する
。インターフェロン治療 及び
・核酸アナログ製剤治療

への医療費助成を行う。

2。

1。 肝炎治療促進のための環境整備
(医療費助成)【 180億円】

【25億円】

3.肝疾患診療体制の整備、
医師等に対す る併修 t

相談体制整備などの患者支援 等
【9, 2億 1:J】

4。 国民に対する正 しい知識の
l億 111】

肝炎ウイルス B型・C型ウイルス性肝炎患者

BttBC型肝炎の根治を目的としたインターフェ
ロン治療

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

原則 ¬万円

ただし、上位所得階層については、2万円

国 :地方=1:1

180億円

360億 円
【20億円】



H22予算額 (案)180億 円
, H21予 算額 129億円

H21 : 所得に応 じ、 1,3,5万 円の自己負担限度額

H22 : 原則1万円  (上位所得階層2万円)

'|_L瞳
所撻ヒ産二 ■1河村民ア|:貫書i3it 23几 5千■,I卜 昴●■‐

■I「 三二■ ■r ‐1■ ■, さ「■1当

緊急肝炎ウイルス検査事業
《委託医療機関での無料検査)の

延長

1人でも多くのキャリアの方が、

早期発見できるよう、

託 医 関の増加委

受

:‐ 1)

H21 :

H22  :

インターフェロン治療のみ、助成対象

B型肝炎の核酸アナログ製剤
を助成対象に追加

上記変更 (案)について、

医療機関、薬局、住民の方等への

周 知 等 、開 な移行mけ 湖 鵜

お願いいたします。

H21 : インターフェロン治療に係る制度利用は、
1人につき、 1回のみ

H22 :医 学的にインターフェロン再1台療か有すちと言7められる

一定条件を満たす者について、
2回 目の澤U用 を認める。

都道府県  :
ご担当への メ

ゃ願ぃ́″“I

機
Ｉ

療
奨 の強化

ヘ
リ
　
いをお願 いたします。

都道府県ご担当へのお願い

検勧



ヽ{

肝炎対策推進室

肝炎対策について

(→ 瑞)

我が国√)川 T炎 の患者・感染者は、B型が約 110′ゲノ、～ 140わ ノ、、c型が

約 200万人～40万人存在するとIIF定 されるところ。‖F硬 変やlFがんといっ

たより重篤な黎″iへの進展を防止するため、‖T炎感染者1/2早 りl発 見及で月肝:た 患

者σ)、 L脚l・ 適切な治111′ )推 j進 が、口itt7D健康 |ヽt持の置点から喫繁の1巣 題である。

そこで、厚4ittl」l省 でlt、 1二成20年度から、インターフェロン匡Fri ttlLIJLt

事業、及び委託医療機1判 における‖T炎 ウイルス検査の1〔料実施を含む.新たな

川T炎総合対策を推j笙 しているところ
^

さらに、‖十年″)第 173国会においては、すべて′)lF炎感γセ汗・患計を対象
とし、用T炎 対策の総合的推進を図る『‖T炎 対策基本法』(平成21年法律第9

7り・)が成立、本年1月 1日 から施行となつた。

本法の越旨も路
=え

、厚生労働4と しては、14成 22年 11政府 オ算案におい

て、‖子炎対策関連 ■算として、11年 1だ比 31億円増となる2● 6億 IIIを 計上し、

①肝炎医療費助l12(lSO億円)、

②肝炎ウイルス検査の促進 (25億円)、          |
③ll疾患診療連携拠点病院を中心とした診療体制の整備、医師等に対す

る研修.In談体制整備などの忠者支援、等 (9.2億円)、

①肝炎に係る正しい知1識の普及啓発 (2 1億 円)、

⑤研究の推進 (20億円)、

を柱として、‖T炎総合対策のだなる推進に努めていくこととしている:

竹に次の事項について
`t、

その適11かつ円滑な実施にキ1段の配慮をお願いし
たい。                       :

1.インターフェロン治療をはじめとする早期かつ適切な治療の―層の推進に

ついて

14成 20年度インターソニロン医療費助Lヽ受拾者証交|ヽ1件数lt、 約■ 5

万人であったが、1lit 2 2年度においては、‖T炎 患者がいり|に適切な治療を

受けらメlる よう、!だ なる収尉tが
`ビ

,要 である。

そこで、各樹:道府県I二 おか11.て は、

①l干炎患者・感染者であることを知らない者への対策として、
→肝炎ウイルス検査の受検動奨を強化、

緊急肝炎ウイルス検査事業の委託医療機関を増加 (検診専|“ |ク リニッ
クに委託する等多1亡 な労lrl者 の方も受診できる体‖1を整備されたい。)

②検査により肝炎であることの自党があるが、通院していない者全の対策

として、

→肝炎の治療必要性等の肝炎に係る正しい知識の普及推進、

受療勧奨の強化 (ltt医 や地域
`の

かかりつけ医をj亜 じた受療勧奨を工

夫さitたい」また、緊急‖T炎 ウイルス検査で陽性となった者に対する
受

'か

勧奨を強 iし されたい。)

③肝炎のため通院しているが、治療に適した医療機関にアクセスできてい

ない者への対策として、
→肝疾患相談センタニ・地域医療機関等についてホームベニジ等による情報

提供 (県・拠点病院HP・ トップページにバサー作成、公民館■におけ

るがスター掲示等、拠点丼i院 を全く知らない者の日に1)触れやすいよ

う、」(■ 1手段をエメモされたい。)

→肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会等を通した地域の肝疾患診療ネッ
トワーク構築をはじめとする、肝疾患診療連携拠点病院の活動充実、

(1ミ指定白治体li、 早増1指定1=努ゅられたい。)

①肝炎のため通院し、インターフェロン治療を勧められている者への対策
として、

‐経済的 ti担が11因 である者にキlし ては、

医療費助成制度の夏なる周知徹底、
ロイ(安や多忙などが li円 である杵に対しては、

肝疾患相談センタ=に係る広報強化、

相談員に対する研修の充実 (※ )、

'  事業主等へ肝炎治療の配慮を要請、

する等、F古 ほ的な11:1をお願いしたぃ。

‐2‐



∩

く※肝糞患者等支援対策 (仮称)について>
なお、地域の実情に応 じた肝炎患を ,家族等・ヽ の支1妥を強 fと するため、

141」t22年
'変

か t,、 ‖千炎キ1策 事業として、「‖T炎患青等支援キl策 (仮称)」

を実施予定である.(■
'卜
額 :約 60万日、市助手 1 2,

本事業もrtthi的にi舌用 し、肝炎に関するIB談 体制の充実li努められたい
1

★本・li業 を11川 しての J「 t(何 )★

0 地域の患者、家族、患を支t属 |、月体等のご要望に応える『患者十ロ

ン」の開設 |

0 肝疾患診療連携側 1病院に設置するIll談 センタニ″)1■議員′)資質向

Lυ )た ゃ、lT炎 忠者ないし元患者であったキを.lVi師 とする講習会を実

施

C ltilじ キ
`験

を存する忠者 。家族が相談に√
'り

、互いil支 え iヽ うこと(ビ

7サ ボー ト)ヵ iで きるよう、‖T突患者等を対象にしたビアサ十一夕二

育成のための研修を実施         ※ビア(peer):同 じ立場の方

2.肝炎等肝療患に係る書及書発の…層の推進について

肝炎の早期発)1.。 早卸1治療の,=進、肝炎に係る偏見・差り1√ )ni消 に向けて

lt、 肝疾患についての正しい知識の史なる普及啓発が不可人で力oる
=

各都道府県におかれては、

・ 5月 に予定されている川T臓週間 (本年it、 5月 17Ht23Hま で″)一

週間 (■ 定),におけるIFi点的な普及f:発 活動(シンポジウム イベント開催等 )、

・都道府県ホームベージや広報誌を
'饉

した継続iう PRな ど、

積極的な取ホ1をお願いしたい、

3.肝糞対策に係る取題についての情報提供のご依頼
Hヤ 今の口l政状況の巌 しい中、肝炎t7Dヽ Ltt Fe見・ 11均

l治療を効率的に進め

るために

“

、より効果的な施策を講じることがますます必要となつてくるt

各都道府県において実際に講した施策のうち、

“

Iえ ば、1だ 響の大きかっ

たlF炎 ウイルス検 rこの受検渤奨方法などあ11ば 、積極的に情報をお寄せい

ただければ幸いである。 1た 、各ri治 体が講じている取組について、効果

的に情報を共 r「 する方法について、アイデ ィアがあれば、合わせて情報提

供いただきたい、   ′

肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号)の概要

今日、我が国にはl ll炎 ウイルスに感染し,あ るいは肝炎に罹患した者が多数存在

し、1+炎が国内最大の感染症となっている。

11:炎は、,直 切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、ll‐破変、1+がんといつた

より重驚な疾病に進行するおそれがあることから、 これらの者にとって、1子来への不

安は計り知れないものがある。

戦後の医療の進歩、医学的知見のllt重オュ、科学技術の進展により、l■ 炎の克服に向

けた道rirlが llllか オ1て きたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセス

にはいまだ解決すべきまりt題が多く、さらには、11:炎 ウイルスや1+炎に対する正しい理

島ギが、国民すべてに定オiし ているとは言えない.

B型 1+炎 及びC型 1+炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰:すべき事

由によりもたらさオl、 又はその原国が解明さオtて いなかったことによりもたらさオlた

1)のがある.特定9血液疑間因 F製剤に C ttЛ 千炎ウイルスが混入することによって不

特定多数の者に感染被書を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害

が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて日が責任を認め,集 |‖予防

接種の際の注射器の連続使用によってB型 1千炎ウイルスの感染被害を出した 予防接種

禍事件では,最終の司法判断において国の責任がrlt定 している。

このような現状において、肝炎ウイルスの感染静及び‖F炎患計の人権を尊重しつつ、

これらの者に対する良質かつ適切な医療の提性を確保するなど、1千炎の克服に向けた

lt組 を ‐層進めていくことが求められている。

ここに、OI炎 対策に係る施策について、その基本理念をりlら かにするとともに、こ

れを総合的に推進するため,こ の法律を11定する。

上 .基本理念

(3 肝炎研究を推進し、その成果等を普及・活用・発展させること。

0 居(lJ也 域にかかわらず1「炎検査を受けることができるようにすること。

3 居住地域にかかわらず肝炎医療を受けることができるようにすること。

0 0か ら3率での措置を講ずるに・ 1たっては,肝炎患者等である二とを理由に差別

されないように配慮するものとすること。

2.責 務

国、地方公共卜1体、医療保険音、国民及びに師等の責務を規定すること。

3.‖ F炎対策基本指針

厚生労働大臣は、

"「

炎対策の総合的な推進を図るため、‖F炎の予防及び医療の推進
の基本的方向等について定める1+炎対策基本指針を策定すること。



4.国及び地方公共団体が講ずる基本的施策

|テ  団
・ 肝炎予libに 関する啓発及び知l識の普及その他JF炎予防あ推進のため必要な施策

|  を講ずること。

1早 期発劇         ‐

・ 11炎検査ので1の向 11を図るために必要な施策を講ずるとともに、″「炎検査に関
する普及啓発等を

`jう

こと。

い 州
。 1+炎医療に係る専門知識・技能を有

‐
する医師i等の育成を隊|る こと.

・ 専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機1円 の整liiを 図ること。
・ 肝炎患とに係る経済n9負 I「lを軽減するために必要な施策を講ずること.

・ 肝炎患者の医療を受ける機会の確侶:及 び療養生活の質の維持 lil上 のために必要
な施策を講ずること。      (

阿  劉
。 "T炎 に関する,F究の促進及びその成果の活 ;11のために必要など色策を講ずること。
・ 1干炎医療に係るF業 IVi等 の治敦の迅i菫 化と、1+炎 医療に係る臨‖(研究の円滑な

実施のための環境些lliiiを 図ること。

_官   5.肝 炎対策推進 協議会

´
      肝炎対策基本l澪針の策定又は変更に当たって意見を述べるlit関 として、1「炎対

策lf僧進協議会を厚生労働省に置くこと。

6。 肝硬変及び肝がんに関する施策 の実施等

・ ‖「硬変及び肝がんに関し、医薬品の知見の迅速 fヒ と,治警水準の向 11のための
lit境整備をIXIる こと。

・ 肝炎から進行した5+曖変及び肝がん′)患者に対する支援の住り方については、

医療に1対づ
‐
る状i兄 を勘案し、今後必要に1よ じ、検討が加lえ られるものとすること。

7.施 行期 日                     ´

この法律は、平成22`Fl月 1日 から施fiすること,

肝 炎 対 策 の 推 進

【肝炎対策関連予算 (案)(厚生労働省分)】
平成 22年度 236億 円 (平成 21年度 205億 円)

【施策の方向性】
○ 肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。 

´

O 検査 ,治療・普及 ,研究をよリー層総合的に推進する。
O 検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に
実施していく。

ア.″発着膚燿酋の/_‐めの鷹慶日″ アjO盗″7′ 72ga諄7'

○ 肝炎治療に関する医療費の助成の実施
・ 13型及びC型肝炎患者であって、インターフェコン治Fi.及 び核献アナロク製静|

治療を必要とするJf炎 患村がその治療を受けられるよう、|ぺ療rtを助成。

■ 南己員担瞑噴語き原則 1万 11■ で引き「
:ず る (1、 3、 3万 11 '1、 2万円 (L位″liサ階層))

■ 枕離ア十口 /製 副汗,,を均代対争にILi tnす る.

十 インター‐
'ェ コン治療に係う2●1日 の制度千1月 をお

=r)る

′・ ″ ろ 笏 秘 曖 ″ 促進 25億 円 r イεttnリ

保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
検査末受診者√)月 F消 を図るた7・b、 医療機関委託など利便性に配慮した検査体市リ

を整備,

卜ヽ 贅 i二十りr'fル ス}ミ 督嗜ヽキの延長 ,

市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施

○ 診療体制の整備の拡充・
詳I「‖[j:L[ュ‖〔「[「lii車言せ鰐

ツ型穐覧纂島[11児異卜と、
O 肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施

イ.Ξ凰ら挽姥翅じ ιl知盤の象 と撃 2. ア億円 r2. 5億円)

○ 職場 や地域 な どあ らゆ る方面へ の正 しい知 識 の普 及

|:: J「 女督普苺支援寸薔 嘔 寺ヽ′)りご確 ,

…

 ―-                2ο 魔円 ′ アコ臓日 ,

○ 肝炎研究フカ年戦略の推進
。 「肝炎研究アカ年11略」を賠生え、肝疾患′)新たな治■方法等の研究

"H発

を推進,,

O 肝疾患の治療等に関する開発 `薬事承認 Ъ保険適用等の推進
・ 治療薬等J,OF究 開たの状況に1き して、速やかな薬・li承認・保険適用の推,上リ



インターフェロン治療をはじめとする

肝炎の早期・適切な 療の一層の促進

1適切な治療を受けていない理由

一

各都道府県において、

講していただきたい取組

!  に

・肝炎ウイルス検査の受診勧

奨の強化

・緊急肝炎ウイルス検査事業
の委託医療機関の増力0  等

・肝炎の治療必要性等に関する
正 しい知識の普及

・受療勧奨の強化  等

不安や多忙か

主因である場合

・肝疾患相談センターに係る
広報強イし、

・相談員に対する研修の充実
などt相談体制の強イし、

・事業主等へ従業員の肝炎治
療に対する配慮を要請する

いる。
|

1肝炎患者・感染者

であることを知っている。

（　　一一、

通院している。 ―
|

1地域の診療体制が ‐ |

出来ておヴ11´

~1 1

1治療に適した医療 | |
1機関に通院中.

通院して
いない。  |~~十

菫套渥言奨ヂ境ス|→ 皐程諄ξζ黒塁漢背塁履「警関
|で菫警 ll里F___二   .協 議会等を通したく地域の肝

疾患診療ネットワーク構築>等、

肝疾患診療運携拠点病院の活動

充実  等

医師からIFN治療を勧め
られているが、

lFN治療を受けていない。

| : 経済的負担が
| |_主因である場合

医療費助成制度の

更なる周知徹底
等

等




